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 「秋学期学修・学生生活アンケート」のなかで、「アルバイトが思うようにできていない」という自由記述が複数ありまし

た。アルバイト代を生活費として考えていた人にとって、思うようにアルバイトが始められない、あるいはアルバイトが見

つからない、アルバイト先での新型コロナウィルスの感染拡大予防策への不安がある、といったことは、さらなる不安材

料になっているのではないかと思います。 

 また、新たにアルバイトを始める人にとっては、いわゆる“ブラックバイト”を回避すること、そして「簡単にたくさん稼げる

アルバイトはない！」ということを肝に銘じて、自身の身を守ることについても頭に入れておいてほしいと思います。 

 そこで、今回の学生支援 NEWS では、立命館大学が大学としてご紹介できる「アルバイト情報サイトの紹介」と、アル

バイトをするにあっての注意事項についてお伝えします。 

 “学生支援 NEWS”では、みなさんにとって必要な情報（みなさんが何に困っているのか、どこに行けば相談・解決でき

るのか、自分の心身の状態がどうなのかなど）を随時お伝えしていきます。 

 

1）学生アルバイト紹介システム バイトネット 

バイトネットは、学内に掲示されていたアルバイト情報を、大学から学生情報センター（Nasic）に委託し、学生情報セ

ンターが一般財団法人学生サポートセンターからの指導を受けて web サイトで提供しているものです。バイトネットは、

学校が設定した審査をクリアした、安心・安全なアルバイト情報のみを審査の上掲載しているとのことなので、巷にあふ

れるアルバイト情報誌等よりも、信頼性が高いといえます。またトラブルの際には、相談にも乗ってくれます。 

 大学メールアドレスで利用登録をすることで、情報を見ることができますので、参考にしてみてください。 

詳しくは、こちら https://www.aines.net/ritsumei/ 

（運営会社）株式会社学⽣情報センター 電話 0120-749-155 メール info@aines.net 

 



2）アルバイトをするにあたっての注意事項 

■立命館大学におけるアルバイト紹介の制限職種について 

 立命館大学では、卒業に向けた学業の継続のため、学生の皆さんの学修・学生生活や心身の健康に影響のありそうな

職種については、大学が学生のみなさんへアルバイト紹介をすることを制限しています。もちろん、これらの職種(下記

「表」)への就労を禁止するものではありませんが（もちろん違法行為は禁止です。）、みなさんの学修・学生生活や心身

の健康に影響が出ないよう十分に注意して学業との両立を図ってください。 

 

■求人票をしっかり確認しよう 

 ①仕事内容、②勤務地、③勤務日、勤務時間（面接時に応相談であれば、しっかり確認を）、④交通費、⑥給与支払い

の時期と方法、⑦応募連絡先（万が一のためにメモしましょう）、⑧企業情報（ネットでわかることは調べてみましょう） 

■アルバイトが決まったら、雇用契約書（または労働条件通知書）を必ずもらいましょう。 

 もし契約内容に不明な点や不安な点があれば、事前に確認しましょう。 

 労働内容等が事前に聞かされていたものと違っていた場合、即時に労働契約を解除することができます。トラブルの際

に備えて、必ず雇用契約書をもらうようにしましょう。 

＊マイナンバーの取り扱いに注意！ 

 アルバイトをする場合、税金、雇用保険などの手続きのために必要となります。ただ大切な番号（個人情報）ですので、

むやみに開示しないよう取り扱いには注意しましょう。 

■就労中のトラブル・事故（いわゆる「ブラックバイト」を含む） 

 アルバイトも労働者です。労働基準法などの法律で守られています。以下のようなトラブルにあったら、学生オフィスや

学部事務室、また学外であれば労働基準監督署などに相談してください。 

 「店長や店員にハラスメントを受けた」「アルバイト代を払ってくれない」「最初に言われたアルバイト内容や賃金と異な

る」「辞めようと思ったら『代わりを見つけないと辞めさせない』といわれ辞めさせてもらえない」「突然明日から来なくて

よいといわれた」 「アルバイト中にケガをしたが、自分の保険証で病院に行くように言われた」など 

 ＊ブラックバイトとは…学生であることを尊重しないアルバイトのこと。低賃金であるにもかかわらず、正規労働者並み

の義務やノルマを課される、残業代未払い、学生生活に支障をきたすほどの重労働を強いられる等。 

以上 


